
様式４
　　　輸出事業計画の実施状況報告書
　年　月　日　

農林水産大臣　　　　　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　　　　所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名称及び
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者の氏名　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（個人の場合は氏名）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　年　月　日　付けで認定を受けた輸出事業計画に従い実施している輸出事業について、農林水産省関係農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則（令和２年農林水産省令第22号）第５条第２項の規定に基づき、実施状況を下記のとおり報告します。
記

１　輸出事業の実施状況
	
	実施内容

	計　画
	

	実　績
	


（記載上の注意）
１．計画の欄については、輸出事業計画認定申請書の添付に替えることができる。
２．実績の欄については、原則として輸出品目の輸出事業計画最終年度の直近１年間における輸出額、輸出量、輸出先国及び生産量/取扱量とともに、計画策定時からの伸び率を記載すること。ただし、食品流通改善資金の貸付を受けた場合の報告にあっては、輸出事業計画最終年度の直近１年間ではなく、計画５年目の実績値に代えることができる。
２　株式会社日本政策金融公庫による食品流通改善資金（食品等生産製造提携型施設、食品等生産販売提携型施設）の貸付を受けた場合にあっては、安定的な取引の状況

	品目
	取　　引　　量　（kg、％）
	取　　引　　額　（千円、％）
	その他

	
	事業実施前
	５年目
	伸び率
	事業実施前
	５年目
	伸び率
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


（記載上の注意）
１．輸出事業計画最終年度報告時に、認定申請時に様式１－１を添付した者のみ記載すること。
２．「その他」の欄には、認定申請時に記載した５年後の計画値及び伸び率を記載すること。
３　株式会社日本政策金融公庫による食品産業品質管理高度化促進資金の貸付を受けた場合にあっては、製造過程の管理の高度化（体制整備・施設整備）の実施状況
	
	製造過程の管理の高度化の内容

	完了年月日
	

	実　績
	（１）
製造過程の管理の高度化を図るための体制整備

1 HACCPチームの編成

2 製品についての記述

3 意図する用途の特定

4 製造工程一覧図の作成

5 製造工程一覧図の現場での確認

6 危害要因の分析（原則１）

7 重要管理点（CCP）の決定（原則２）

8 管理基準の設定（原則３）

9 モニタリング方法の設定（原則４）

10 改善措置の設定（原則５）

11 検証方法の設定（原則６）

12 文書化及び記録の保持（原則７）
（２）　製造過程の管理の高度化を図るための施設整備



（記載上の注意）
１．輸出事業計画最終年度報告時に、認定申請時に様式１－２を添付した者のみ記載する。
２．第３者認証を取得している場合（施設整備後の取得も含む）は、有効期限内の証明書を添付することにより、（１）②、③、④を除く部分について省略することができる。
４　計画と実績が異なる場合の理由
（記載上の注意） 
用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

